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 平成２２年度 相模原市 指導監査基準 保育所編 

 

項 目            頁                       項 目            頁 

  施設管理                                    会計                     

１ 入所定員及び保育士配置基準等     ３                  １ 会計処理             ２７  

    ２ 施設及び設備基準等          ５                  ２ 財務諸表             ３１  

    ３ 事故防止及び安全対策等        ５                  ３ 保育所における資金の運用について ３２ 

４ 諸規定                ６  

５ 秘密保持               ６  

６ 苦情への対応             ６  

７ 非常災害対策             ７  

８ 環境及び衛生管理等          ８  

９ 清潔な保育環境            ９  

                        

    利用者処遇                   

    １ 保育時間等             １１  

    ２ 保育計画の策定           １１  

    ３ 記録等の状況            １３  

４ 子どもの健康支援          １３  

    ５ 食育の推進             １６  

    ６ 適切な給食の提供          １３  

    ７ 調理業務の委託           １６  

 ８ 保護者に対する支援         １９  

    ９ 職員による虐待等の禁止       １９  

  10 平等に取り扱う原則         １９  

    11 施設長の責務            １９  

                            

    職員処遇                    

    １ 就業規則              ２１  

    ２ 人事管理              ２４  

    ３ 衛生管理              ２４  

 



 2

 

 

施 設 管 理 編 
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施設管理 

項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

１ 入所定員及び保

育士配置基準等 

（1）入所定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 入所定員を遵守していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特例措置 

 保育の実施は定員の範囲内で行うことが原

則であるが、市町村において待機の状況がある

場合に当分の間、年度当初において児童福祉施

設最低基準及びその他の関係通達で定める基

準を下回らない範囲内において、概ね認可定員

に１５％を乗じて得た員数まで定員を超えて

受け入れても差し支えない。また、年度途中の

待機児童の状況に応じ、児童福祉施設最低基準

及びその他の関係通達で定める基準を下回ら

ない範囲内で、原則として、概ね認可定員に２

５％を乗じて得た員数の範囲内で定員を超え

て受け入れても差し支えない。 

 さらに、保護者が産後休暇及び育児休業終了

後に就業するに際し、①休業開始前の園に再入

所させる場合②新たに養育することになった

児童を上の兄弟と同一の園に入所させる場合

には、認可定員の２５％を乗じて得た員数を超

えても差し支えない。 

 また、１０月以降は上記の場合に限らず認可

定員の２５％を乗じて得た員数を超えても差

し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市保育所定員外入

所実施要綱 

 

 

 

・認可定員を超え、か

つ特例措置の認め

られる範囲を上回

っている。 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

（２）職員の配置基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保育士を適正に配置していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 嘱託医を配置していること。 

 

 

４ 調理員を適正に配置していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 開所時間中及び延長保育時間中は､現

に保育に従事する保育士を２人以上配

置し、シフト表等を作成していること。

 

 保育士の配置は、次のとおりとなっているこ

と。 

（１）乳児は概ね３人につき１人以上 

（２）満１歳以上満３歳に満たない幼児は概ね

６人につき１人以上 

（３）満３歳以上満４歳に満たない幼児は概ね

２０人につき１人以上 

（４）満４歳以上の幼児は概ね３０人につき１

人以上 

 

 

 

 

 調理員の配置は、次のとおりとなっているこ

と。 

・定員 ４５人以下    １人以上 

・同  ４６人～１５０人 ２人以上 

・同  １５１人以上   ３人以上 

 ただし、調理業務の全部を委託している場合

は、調理員を置かないことができる。 

 

 

 

 

 

 相模原市が発行している「保育所入所申し込

みのご案内」に記載されている開所時間及び延

長保育時間は、保育士を２人以上配置してお

り、勤務シフト表等で保育士が２人以上配置さ

れていることが客観的に確認できる状態であ

ること。 

 また、開所時間中は児童が登園していなくて

も保育士を２人以上配置していること。ただ

し、延長保育時間帯について、児童が全員降園

した場合はこの限りではない。 

 

 

 

児童最低基準第３３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童最低基準第３３条 

 

 

「児童福祉法による保育

所運営費国庫負担金につ

いて」通知の施行につい

て（昭和５１年４月１６

日 厚生省児発第５９号

の５） 

 

「保育所における調理業

務の委託について（平成

１０年２月１８日 児発

第８６号） 

 

児童最低基準第３３条 

最低基準第１４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育士を適正に配置

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・嘱託医を配置してい

ない。 

 

・調理員数が適正に配

置されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開所時間中又は延長

保育時間中に保育

士が２人以上配置

されていない時間

帯がある。 

・勤務シフト表等を作

成しておらず、保育

士が２人以上配置

されていることが

客観的に確認でき

ない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

２ 施設及び設備の

基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事故防止及び安

全対策 

 

６ 各法令等に定められている施設及び

設備等の基準を満たしていること。 

  なお、設備等を変更する場合は、あら

かじめ変更届を相模原市保育課に提出

していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 構造及び設備等は、児童に対する危害

防止に十分な配慮がされ、危害防止対策

がとられていること。 

 

 

 

 

 

 

 保育所の設備は、次のとおりとなっているこ

と。 

１ 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所さ

せる保育所に必要な設備 

 ① 乳児室とほふく室の面積の合計が１人

当たり２．４７５㎡以上になっているこ

と。 

 ② 保育に必要な用具を備えていること。 

 ③ 医務室…事務室併設でも可とするが、静

養に必要な寝具及び医薬品等が備えられ

ていること。 

 ④ 調理室 

 ⑤ 便所 

 

２ 満２歳以上の幼児を入所させる保育所に

必要な設備 

 ① 保育室又は遊戯室の面積は、１人当たり

１．９８㎡以上であること。 

 ② 屋外遊戯場の面積が、幼児１人当たり

３．３㎡以上であること。（付近に屋外遊

戯場に代わるべき場所があれば可） 

 ③ 保育に必要な用具を備えていること。 

 ④ 調理室 

 ⑤ 便所 

 

３ ２階以上に乳児室、ほふく室、保育室又は

遊戯室を設ける場合には､児童福祉施設最低

基準第３２条第８項を遵守していること。 

 

 児童福祉施設は、危険防止に十分な考慮を払

わなければならない。具体的には、保育所内外

の安全点検に務め、危険箇所の点検や転倒防止

等の措置が講じられ、安全対策のために職員の

共通理解や体制作りを図っていること。 

 

 

児童最低基準第３２条 

相模原市民間保育所設置

認可等事務取扱要綱第４

条 

児童福祉法施行規則第３

７条④～⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童最低基準第５条第２

項 

保育所保育指針第５章２

（２）ア 

 

 

・設備等の基準を満た

していない。（軽微

な場合はＢ） 

・届出内容と現状が著

しく相違している。

（軽微な場合はＢ） 

・変更届出が提出され

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・危害防止の対策がと

られていない。（軽

微な場合はＢ） 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

 

４ 諸規程 

 

 

 

 

５ 秘密保持 

 

 

 

 

６ 苦情への対応 

 

８ 外部からの不審者等の進入防止のた

めの防犯訓練を実施し、結果を記録して

いること。 

 

９ 管理規程を整備していること。 

 

 

 

 

10 職員及び職員であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じていること。 

 

11 苦情解決のための要綱等により、苦情

解決体制を整備していること。 

 外部からの不審者等の進入防止のための訓

練として、年１回以上防犯訓練を実施し、結果

を記録していること。 

 

 次に掲げる事項のうち必要な事項について、

規定していること。 

（１）入所する者の援助に関する事項 

（２）その他施設の管理についての重要事項 

 

 誓約書の徴取、規程の整備等、必要な措置を

講じていること。 

 

 

 

 苦情解決のための要綱等を整備し、以下の事

項について規定していること。 

（１）苦情解決責任者を置き、苦情解決の責任

主体を明確にするため理事長・施設長等と

すること。 

（２）苦情受付担当者を置き、利用者が苦情の

申し出をしやすい環境を整えるため、職員

の中から任命すること。 

（３）苦情解決に社会性や客観性を確保し、適

切な対応を推進するため、第三者委員を設

置していること。第三者委員は複数選任す

ることが望ましい。 

（４）苦情解決体制について、施設内掲示、パ

ンフレットの配布等により利用者に周知

すること。 

（５）苦情の受付から解決までの経過を書面に

記録すること。 

（６）苦情解決結果を少なくとも年１回第三者

委員に報告し、記録すること。 

（７）定期的に、苦情解決の結果を公表するこ

と。 

 

 

保育所保育指針第５章２

（２）イ 

 

 

児童最低基準第１３条 

 

 

 

 

児童最低基準第１４条の

２ 

 

 

 

社会福祉法第８２条 

児童最低基準第１４条の

３ 

 

社会福祉事業の経営者に

よる福祉サービスに関す

る苦情解決の仕組みの指

針について（児発第５７

５号 平成１２年６月７

日） 

 

 

 

・防犯訓練を行ってい

ない。（未記録を含

む） 

 

・管理規程を整備して

いない。 

・管理規程の内容が実

態と相違している。 

 

・必要な措置を講じて

いない。 

・必要な措置が不十分

である。 

 

・苦情解決のための要

綱等を整備してい

ない。 

・苦情解決のための要

綱等に不備がある。 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

 

７ 非常災害対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）防火管理者 

 

 

 

（２）消防計画 

 

 

 

（３）避難訓練及び消

火の訓練 

12 苦情解決について、適切に取り組んで

いること。 

 

 

※ 指導監査実施年度又は前年度におい

て、所轄の消防署による立入検査が実施

され要改善の指摘がない場合又は指摘

事項の改善が完了している場合は、次の

監査項目については、指導監査の対象と

しない。 

（１）防火管理者 

（２）消防計画 

（３）避難訓練及び消火訓練の監査事項１

５の「避難訓練・避難訓練通報書」の提

出 

（４）消防用設備点検 

 

13 防火管理者（変更を含む）を選任し、

所轄の消防署へ届け出ていること。 

 

 

14 消防計画を（変更を含む）作成し、所

轄の消防署へ届け出ていること。 

 

 

15 年２回消防機関に「消火訓練・避難訓

練通報書」を提出すること。 

 

 

 

16 避難及び消火の訓練を適切に実施し、

記録していること。 

 

 

 

 

 

 苦情解決の手順は、苦情解決のために整備さ

れた要綱等の仕組みに則って取り組んでいる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨

を所轄消防長又は消防署長に届け出ること。こ

れを解任したときも、同様であること。 

 

 非常災害時における児童の安全確保を図る

ためにその基本となる具体的計画を策定して

いること。 

 

 防火管理者は、訓練を実施する場合には、あ

らかじめ、年２回、消防機関に「消火訓練・避

難訓練通報書」を提出していること。 

 

 

 避難及び消火に対する訓練を、それぞれ毎月

１回以上実施し、記録していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法第８条 

 

 

 

児童最低基準第６条 

消防法施行規則第３条 

 

 

消防法施行令第４条第３

項 

消防法施行規則第３条第

１０項及び第１１項 

 

児童最低基準第６条第２

項 

 

・苦情解決要綱等の仕

組みに沿って行な

われていない。（軽

微な場合はＢ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所轄の消防署へ届け

出ていない。 

 

 

・所轄の消防署へ届け

出ていない。 

 

 

・消火訓練・避難訓練

通報書を提出して

いない。 

 

 

・避難及び消火訓練の

両方が未実施の月

がある。（未記録を

含む） 

・避難及び消火訓練の

一方が未実施の月

がある。（未記録を

含む） 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

（４）消防用設備点検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 環境及び衛生管

理等 

 

 

 

 

 

 

（1）衛生管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 消防用設備等の点検は適切に実施し､

法令等に基づき、結果を消防署へ報告し

ていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指導監査実施年度又は前年度におい

て、保健所による監視等が実施され要改

善の指摘がない場合又は指摘事項の改

善が完了している場合は、次の監査項目

については指導監査の対象としない 

 項目（1）衛生管理の監査事項１８ 

 

 

18 食器等又は飲用に供する水について

は、衛生的な管理に努め衛生上必要な措

置を講じていること。 

 

 

 

 

19 調理・調乳に従事するすべての職員に

月 1回以上検便を受けさせていること。

 消防用設備等の法定点検及び自主点検が行

なわれていること。 

１ 法定点検 

 消防用設備等又は特殊消防用設備等につい

て、定期に、消防設備士免状の交付を受けてい

る者又は総務省令で定める資格を有する者に

年２回点検させ、そのうち１回は結果を消防長

又は消防署長に報告すること。 

２ 自主点検 

 消防計画等に基づき定期的に自主点検を実

施し、記録していること。 

 

 児童福祉施設最低基準や社会福祉施設にお

ける衛生管理の通知及び大量調理施設衛生管

理マニュアルに基づいた点検や検査を実施し

ていること。 

 

 

 

 

 児童福祉施設を利用している者の使用する

設備等については、衛生的な管理に努め又は衛

生上必要な措置を講じていること。 

 

 

 

 

 消化器系伝染病の予防のため、調理・調乳に

従事する職員については、毎月定期的に検便を

実施していること。 

 なお、検便の項目は､赤痢菌、サルモネラ菌、

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７とする。 

消防法第１７条の３の３ 

社会福祉施設における火

災防止対策の強化につい

ての６（社援第５９号

昭和４８年４月１３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童最低基準第１０条 

社会福祉施設における衛

生管理について（社援施

第６５号 平成９年３月

３１日） 

 

 

社会福祉施設における衛

生管理について（社援施

第６５号 平成９年３月

３１日） 

・法定点検を実施して

いない。 

・法定点検結果が未届

けである。 

・自主点検を行ってい

ない。(未記録を含

む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・衛生上必要な措置を

講じていない。（軽

微な場合はＢ） 

 

 

 

 

・調理・調乳に従事す

るすべての職員に

月１回以上の検便

を受けさせていな

い。 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

９ 清潔な保育環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 受水槽の衛生管理を適切に行ってい

ること。 

 

 

 

 

21 常に保育環境を清潔に保っているこ

と。 

 受水槽の設置者又は管理者は、専門業者によ

る年１回程度の定期清掃及び残留塩素の有無

の検査を行なっていること。 

 

 

 

 子ども及び職員が、手洗い等により清潔を保

つようにするとともに、施設内外の保健的環境

の維持及び向上に取り組んでいること。 

社会福祉施設における飲

用井戸及び受水槽の衛生

確保について（社援施第

１１６号 平成８年７月

１９日） 

 

児童最低基準第１０条 

保育所保育指針第５章２

（１）イ 

・受水槽の衛生管理

（清掃等）を適切に

行っていない。 

 

 

 

・保育環境が不衛生で

ある。（軽微な場合

はＢ） 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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利 用 者 処 遇 編 
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利用者処遇 

項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

１ 保育時間等 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保育の計画の策

定 

（１）保育課程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指導計画 

 

 

１ 正当な理由がなく、開所時間や休所日

を変更していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保育課程を編成していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指導計画を作成していること。 

 

 保育所は、日々保護者の委託を受けて保育に

欠ける児童を保育することを目的とする施設

であり、正当な理由がなく休所又は一部休所す

ることは不適切であること。 

 開所時間は市が発行している「保育所入所申

し込みのご案内」に記載されている開所時間及

び延長保育時間とする。 

 

 

 

 保育課程の編成については、次の事項に留意

して編成していること。 

（１）保育課程は、保育の方針・目標に基づき、

子どもの発達過程を踏まえ、保育のねらい

及び内容が総合的に展開されるよう編成

されていること。 

（２）地域の実態、子どもや家庭の状況、保育

時間などを考慮し、子どもの育ちに関する

長期的見通しを持って、子どもの生活及び

発達の連続性に留意し、創意工夫して保育

できるよう編成されていること。 

 

 指導計画の作成については、次の事項に留意

して作成していること。 

（１）保育課程に基づき、子どもの生活や発達

を見通した年、期、月などの長期的な指導

計画と、それと関連しながら、より具体的

な子どもの日々の生活に即した週又は日

などの短期的な指導計画を作成して、保育

が適切に展開されていること。 

（２）子ども一人一人の発達過程や状況を十分

に踏まえ、発達過程を見通し、生活の連続

性、季節の変化などを考慮し、子どもの実

態に即した具体的なねらい及び内容が設

定されていること。 

 

 

 

児童福祉法第３９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章１

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章１

（２） 

 

 

 

 

 

 

・正当な理由がなく、

開所時間の変更や

休所日を設けてい

る。 

 

 

 

 

 

 

・保育課程を編成して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指導計画を作成して

いない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 



 12

 

項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

（３）指導計画の展開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）発達過程に応じ

た保育 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）障害のある子ど

もの保育 

 

 

 

 

 

（６）小学校との連携

 

 

 

 

 

 

４ 保育の過程を記録し、指導計画に基づ

く保育の内容の見直しを行い、改善を図

っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ３歳未満児については、個別の指導計

画を作成していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 障害のある子どもの保育については、

支援のための計画を個別に作成するこ

と。 

 

 

 

 

７ 保育所児童保育要録を作成し、小学校

へ送付していること。 

 指導計画に基づく保育の実施については、次

の事項に留意して実施していること。 

（１）すべての職員による適切な役割分担と協

力体制を整えていること。 

（２）子どもが望ましい方向に向かって自ら活

動を展開できるよう、また、情緒の安定や

発達に必要な豊かな体験が得られるよう

必要な援助を行なっていること。 

（３）子どもの実態や状況の変化などに即して

保育の過程を記録し、指導計画に基づく保

育の内容の見直しを行い、改善を図ってい

ること。 

 

 ３歳未満児の個別の指導計画の作成につい

ては、次の事項に留意して作成していること。

（１）０歳児（1歳を迎えるまで）については、

クラス全体の指導計画とは区別して、個別

の指導計画が作成されていること。 

（２）１～３歳未満児については、個別の指導

計画を作成するか又はクラス全体の指導

計画の中に、個人名を付記して、指導内容

が記載されていること。 

 

 障害のある子どもの保育については、子ども

の発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境

の下、他の子どもとの生活を通して共に成長で

きるよう指導計画の中に位置づけ、家庭や関係

機関と連携した支援のための計画を個別に作

成するなど適切な対応を図っていること。 

 

 就学に際しては、相模原市が定める様式で個

別に記録した「保育所児童保育要録」が作成さ

れ、その写しが保育所から小学校へ送付されて

いること。 

 また、当該児童が小学校を卒業するまでの間

保存すること。 

保育所保育指針第４章１

（２）イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章１

（３）ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章１

（３）ウ 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章１

（３）エ 

・保育内容の見直し、

改善が図られてい

ない。 

 

・保育内容の見直し､

改善に不備がある。 

 

 

 

 

 

 

 

・個別の指導計画が作

成されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害のある子どもの

支援計画が個別に

作成されていない。 

 

 

 

 

・保育要録が作成され

ていない。 

・所定の様式を使用し

ていない。 

・保育要録が小学校へ

送付されていない。 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

（７）保育の内容等の

自己評価 

 

 ア 保育士等の自

己評価 

 

 

 

 

 イ 保育所の自己

評価 

 

 

 

３ 記録等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 子どもの健康支

援 

（１）健康状態並びに

発育及び発達状

態の把握 

 

 ア 発育及び発達

状態の把握 

 

 

 

 

 

 

８ 保育士等は、保育の計画や記録を通し

て保育実践を振り返り、自己評価を行な

っていること。 

 

 

 

９ 保育所は、保育の質の向上を図るた

め､自ら評価を行い、その結果の公表に

取り組んでいること。 

 

 

10 児童の処遇の状況を記録した書類を

適切に保管していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 子どもの心身の状態に応じて保育す

るために、子どもの健康状態並びに発育

及び発達状態について、定期的、継続的

に、また、必要に応じて随時把握してい

ること。 

 

 

 

 

 

 

 保育士等は、保育の計画や記録を通して保育

実践を振り返り、自己評価を通して専門性の向

上や保育実践の改善に努めなければならない

こと。 

 

 

 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育

の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、

保育の内容等について自ら評価を行い、結果を

公表するよう取り組んでいること。 

 

 児童の処遇の状況を記録した以下の書類を

備えておくこと。 

（１）出欠表 

（２）家庭状況･生育歴･既往症等の状況が分か

る書類（児童票等） 

（３）在園中の子どもの様子等が分かる書類

（個別保育記録表等） 

（４）保育日誌(グループ別保育日誌を含む。)

（５）事故に関する記録 

 

 

 

 

 

 

 子どもの発育・発達の状態を把握するため､

定期的に身長､体重の測定を１年に２回以上､

頭囲、胸囲等を１年に１回以上計測し記録して

いること。 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章２

（１）ア 

 

 

 

 

保育所保育指針第４章２

（２）ア 

 

 

 

児童最低基準第１４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第５章１

（１） 

学校保健安全法施行規則

第４条 

・保育要録が保存され

ていない。 

 

 

 

 

・保育士等の自己評価

の取り組みが不十

分である。 

 

 

 

・保育所の自己評価の

取り組みが不十分

である。 

 

 

・処遇記録の書類が不

足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期的な計測の記録

がない。 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 イ 虐待等への対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康増進 

 ア 保健計画の作

成 

 

 

 

 イ 健康診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）疾病等の対応 

 ア 体調不良や傷

害への対応 

 

 

 

 

 

 

12 虐待が疑われる児童に対する対応が

適切に行なわれていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 保健計画を作成し、一人一人の子ども

の健康の保持及び増進に努めているこ

と。 

 

 

14 健康診断を年２回実施していること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 急な病気等への対処を適正に行って

いること。 

 虐待が疑われる児童に対する対応について

は、次のとおり行なわれていること。 

（１）子どもの心身の状態等の観察や情報収集

により､身体的虐待や不適切な養育の早期

発見に努めていること。 

（２）児童虐待を受けたと思われる児童を発見

した場合は、速やかに関係機関（嘱託医・

児童相談所・保健所等）に通告し､適切な

対応を図っていること。 

（３）子どもの状況及び保護者との面談結果

や、関係機関からの助言等を記録している

こと。 

 

 子どもの健康に関する保健計画を作成し、全

職員がそのねらいや内容を明確にしながら、一

人一人の子どもの健康の保持及び増進に努め

ていること。 

 

 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入

所時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期

健康診断及び臨時の健康診断を学校保健法（昭

和３３年法律第５６号）に規定する健康診断に

準じて行わなければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 保育中に体調不良や傷害が発生した場合に

は、その子どもの状態等に応じて、保護者に連

絡するとともに、嘱託医や子どものかかりつけ

医等と相談し、適切な処置を行なっているこ

と。 

児童虐待の防止等に関す

る法律 

保育所保育指針第５章１

（１）ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第５章１

（２）ア 

 

 

 

最低基準第１２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第５章１

(３)ア 

 

 

・児童虐待が疑われる

児童への対応が適

切に行なわれてい

ない。（軽微なもの

はＢ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健の計画が作成さ

れていない。 

 

 

 

・健康診断を年２回実

施していない。（や

むを得ない理由の

場合は除く。） 

・健康診断の記録に不

備がある。 

 

 

 

 

 

・保育中の子どもの体

調不良や傷害の発

生に対して適切に

対応していない。

（軽微なものはＢ） 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 欠席等によりやむを得ず受診できなかっ

た児童については、その理由を記録してお

くこと。 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 イ 感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 医薬品等 

 

 

 

 

 

 エ 与薬管理 

 

 

 

 

 

 

 

 オ 乳幼児突然死

症候群対策 

16 感染症に対する予防対策を適切に講

じていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 必要な医薬品等が備えられ、適正に管

理されていること。 

 

 

 

 

18 疾病等がある子どもに対する与薬、処

置を適切に行なっていること。 

 

 

 

 

 

 

19 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の予

防対策を適切に行っていること。 

 歯ブラシ、コップ、タオル等を個別とするな

ど、感染症やその他の疾病の発生予防に努めて

いること。感染症の発生や疑いがある場合に

は、必要に応じて嘱託医、相模原市保育課、保

健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保

護者に協力を求めていること。 

 なお、学校伝染病として定められた感染症に

かかった子どもが再び通い始める時期につい

ては、その子どものかかりつけ医又は嘱託医の

指示に従うよう保護者の協力を求めているこ

と。 

 

 子どもの疾病等の事態に備え救急用の薬品、

材料を常備するとともに、適切な管理のもとに

職員全員が対応できるようになっていること。

 また、薬品等は定期的に点検し､有効期限を

確認していること。 

 

 疾病がある子どもについては､子どものかか

りつけ医や嘱託医の指示に従うとともに､保護

者やかかりつけ医との連携を密にするよう努

めていること。 

 また、与薬については保護者からの依頼書に

基づいて対応し、依頼書は園で保管しているこ

と。 

 

 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の予防対策

を次のとおり、適切に行っていること。 

（１）寝返りのできない乳幼児を寝かせる場合

には仰向けに寝かせていること。 

（２）睡眠中の子どもの顔色、呼吸等の状態を

きめ細かく観察していること。（睡眠チェ

ック表を作成していること。） 

（３）保護者に対し、ＳＩＤＳ予防情報を提供

していること。 

 

 

 

児童最低基準（省令）第

１０条２項 

保育所保育指針第５章１

(３)イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童最低基準第１０条第

４項 

保育所保育指針第５章１

（３）ウ 

 

 

保育所保育指針第５章１ 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第５章１

(３)イ 

・感染症の予防対策を

適切に講じていな

い。（軽微なものは

Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要な医薬品等が全

く備えられていな

い。 

・医薬品等が適正に管

理されていない。 

 

・疾病等がある子ども

に対して適切に対

応していない。（軽

微なものはＢ） 

 

 

 

 

・乳幼児突然死症候群

の予防対策を適切

に行っていない。

（軽微なものはＢ） 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

５ 食育の推進 

 ア 食育の計画 

 

 

 

 

 

 イ 配慮を要する

子どもへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 適切な給食の提

供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 調理業務の委託 

 

20 食事の提供を含む食育の計画を作成

し、保育の計画に位置づけるとともに、

その評価及び改善に取り組んでこと。 

 

 

 

21 食物アレルギーのある子どもへの除

去食の対応は、適切に行なわれているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

22 給食の提供は、適切に行なわれている

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 調理業務を委託する場合は、施設内の

調理室を使用して調理させていること。

 

 

24 保育所や保健所、市等の栄養士から献

立等について、栄養面での指導を受けら

れるような体制にあること。 

 

 

 乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適

切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食

育の計画を作成し、保育の計画に位置づけると

ともに、その評価及び改善に取り組んでいるこ

と。 

 

 食物アレルギーのある子どもへの対応を次

のとおり、適切に行っていること。 

（１）除去食の開始にあたっては、必ず嘱託医

やかかりつけ医などの指示(診断書又は指

示書)を受けていること。 

（２）除去食の解除及び内容の変更について

は、保護者にその判断を委ねず、医師の指

示により行なっていること。園はその内容

を記録に残していること。 

 

 給食の提供は次のとおり、適切に行っている

こと。 

（１）献立は、できる限り変化に富み、入所し

ている児童の健全な発育に必要な栄養量

を含有するものであること。 

（２）食品の種類及び調理方法について、栄養

並びに入所している児童の身体的状況及

び嗜好を考慮したものであること。 

（３）調理はあらかじめ作成された献立に従っ

て行われていること。 

 

 施設内の調理室を使用していること。したが

って、施設外で調理し搬入する方法は認められ

ないものであること。 

 

 保育所や保健所、市町村等の栄養士から献立

等について栄養面での指導を受けられるよう

な体制にある等、栄養士による必要な配慮がな

されていること。こうした体制がとられていな

い施設にあっては、調理業務の委託を行うこと

はできないものであること。 

 

保育所保育指針第５章３

(２) 

 

 

 

 

保育所保育指針第５章３

(４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童最低基準第１１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所における調理業務

の委託について（児発第

８６号）２ 

 

保育所における調理業務

の委託について（児発第

８６号）３ 

 

 

 

・食育の計画が作成さ

れていない。 

・評価及び改善に取り

組んでいない。 

 

 

・除去食の対応が適切

に行なわれていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

・給食の提供が適切に

行なわれていない。

（軽微なものはＢ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設内の調理室を使

用して調理してい

ない。 

 

・栄養面での指導を受

けられるような体

制にない。 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 25 施設は、児発第８６号通知で示されて

いる業務を行っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 受託業者は児発第８６号通知で示さ

れている要件を満たしていること。 

 施設は次に掲げる業務を自ら実施している

こと。 

（１）受託事業者に対して、保育所における給

食の重要性を認識させること。 

（２）入所児童の栄養基準及び献立の作成基準

を受託業者に明示するとともに、献立表が

当該基準どおり作成されているか事前に

確認すること。 

（３）献立表に示された食事内容の調理等につ

いて、必要な事項を現場作業責任者に指示

を与えること。 

（４）毎回、検食を行うこと。 

（５）受託業者が実施した給食業務従事者の健

康診断及び検便の実施状況並びに結果を

確認すること。 

（６）調理業務の衛生的取扱い、購入材料その

他契約の履行状況を確認すること。 

（７）随時、児童の嗜好調査の実施及び喫食状

況の把握を行うとともに、栄養基準を満た

していることを確認すること。 

（８）適正な発育や健康の保持増進の観点か

ら、入所児童及び保護者に対する栄養指導

を積極的に進めるよう努めること。 

 

 受託業者は次に掲げる事項のすべてを満た

していること。 

（１）保育所における給食の趣旨を十分認識

し、適正な給食材料を使用するとともに所

要の栄養量が確保される調理を行うもの

であること。 

（２）調理業務の運営実績や組織形態からみ

て、当該受託業務を継続的かつ安定的に遂

行できる能力を有すると認められるもの

であること。 

（３）受託業務に関し、専門的な立場から必要

な指導を行う栄養士が確保されているも

のであること。 

保育所における調理業務

の委託について（児発第

８６号）４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所における調理業務

の委託について（児発第

８６号）５ 

 

・施設が行う業務を行

っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業者が受託要件を満

たしていない。 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 契約内容は児発第８６号通知で示さ

れている要件を満たしていこと。 

 

 

（４）調理業務に従事する者の大半は、当該業

務について相当の経験を有するものであ

ること。 

（５）調理業務従事者に対して、定期的に、衛

生面及び技術面の教育又は訓練を実施す

るものであること。 

（６）調理業務従事者に対して、定期的に、健

康診断及び検便を実施するものであるこ

と。 

（７）不当廉売行為等健全な商習慣に違反する

行為を行わないものであること。 

 

 契約内容、施設と受託業者との業務分担及び

経費負担を明確にした契約書を取り交してい

ること。 

 なお、その契約書には、前記観点の（１）、

（４）、（５）及び（６）に係る事項並びに次に

掲げる事項が明確になっていること。 

 

（１）受託業者に対して、施設側から必要な資

料の提出を求めることができること。 

（２）受託業者が契約書で定めた事項を誠実に

履行しないと保育所が認めたとき、その他

受託業者が適正な給食を確保する上で支

障となる行為を行ったときは、契約期間中

であっても保育所側において契約を解除

できること。 

（３）受託業者の労働争議その他の事情によ

り、受託業務の遂行が困難となった場合の

業務の代行保証に関すること。 

（４）受託業者の責任で法定伝染病又は食中毒

等の事故が発生した場合及び契約に定め

る義務を履行しないため保育所に損害を

与えた場合は、受託業者は保育所に対し損

害賠償を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所における調理業務

の委託について（児発第

８６号）６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・契約要件を満たして

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

８ 保護者に対する

支援 

 ア 保育所に入所

している子ども

の保護者に対す

る支援 

 

 

 

 

 イ 地域における

子育て支援 

 

 

 

９ 職員による虐待

等の禁止 

 

 

 

10 平等に取り扱う

原則 

 

11 施設長の責務 

 

 

28 保育所は、入所している子どもの保護

者への支援に積極的に取り組んでいる

こと。 

 

 

 

 

 

29 保育所は、地域社会との交流や連携を

図り、保育に関する情報を提供する等、

地域における子育て支援に取り組んで

いること。 

 

30 職員が児童の心身に有害な影響を与

える行為をしていないこと。 

 

 

 

31 職員が差別的取り扱いをしていない

こと。 

 

32 施設長は､保育の質及び職員の資質の

向上のため､保育所内外の研修に職員を

参加させていること。 

 

 

 

 一人一人の保護者の状況やその意向を理解

し、それぞれの親子関係や家庭状況等に配慮し

ながら、必要に応じて関係機関と連携、協力を

図りつつ適切な対応を図るとともに、保護者に

対し、保育所における子どもの様子や日々の保

育の意図等を説明し、保護者との相互理解を図

るよう取り組んでいること。 

 

 保育所は、地域の実情や保育所の体制等を踏

まえ、地域の保護者等に対する子育て支援に積

極的に取り組んでいること。 

 

 

 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対

し、児童虐待の防止等に関する法律第２条各号

に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならないこと。 

 

 人種、信条、性別、社会的身分により差別的

取り扱いをしてはならないこと。 

 

 保育の質及び職員の資質向上を図るため､職

員や保育所の課題を十分認識して、研修計画に

基づき、保育所内外の研修に職員を参加させて

いること。 

 

 

保育所保育指針第６章２ 

 

 

 

 

 

 

 

保育所保育指針第６章２ 

 

 

 

 

児童最低基準第９条の２ 

 

 

 

 

児童最低基準第９条 

 

 

保育所保育指針第７章２ 

児童最低基準第７条の２ 

 

 

 

・保護者への支援に積

極的に取り組んで

いない。 

 

 

 

 

 

・地域における子育て

支援に取り組んで

いない。 

 

 

・職員が児童の心身に

有害な影響を与え

る行為を行なって

いる。 

 

・差別的取り扱いをし

ている。 

 

・研修への取り組みが

不十分である。 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 
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職員処遇 

項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

１ 就業規則 

（１）就業規則（給与

規程、育児休業・

介護休業規則等

を含む）の整備 

 

１ 就業規則（給与規程、育児休業・介護

休業規則等を含む）を整備しているこ

と。 

 

 

２ 必要事項の記載等、内容が適正である

こと。 

 

 常時職員１０人以上の施設にあっては就業

規則（給与規程、育児介護休業規則等を含む。）

の作成と労働基準監督署への届出が義務づけ

られており、変更届についても同様である。 

 

 就業規則に必ず記載しなければならない事

項が、記載されていること。 

１ 労働時間に関する事項…始業及び終業の

時刻、休憩時間、休日、休暇（産休、育児休

業、介護休業、子の看護休業含む。）並びに

労働者を２組以上に分けて交替に就業させ

る場合においては就業時転換に関する事項 

２ 賃金に関する事業…賃金（臨時の賃金等を

除く）の決定、計算及び支払の方法、賃金の

締切り及び支払の時期並びに昇給に関する

事項 

３ 退職に関する事項…退職の条件及び方法、

解雇の条件及び方法（高年齢者等の雇用の安

定に関する法律を含む。） 

 次の任意的必要記載事項については、記載が

義務付けられていないが、定めをする場合は必

ず就業規則に記載しなければならないこと。 

① 退職手当の定めをする場合は、適用される

労働者の範囲、手当の決定、計算及び支払方

法並びに手当の支払の時期に関する事項 

② 臨時の賃金等（退職手当を除く）及び最 

低賃金額の定めをする場合は、これに関する

事項 

③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさ

せる定めをする場合は、これに関する事項 

④ 安全及び衛生に関する定めをする場合は、

これに関する事項 

⑤ 職業訓練に関する定めをする場合は、これ

に関する事項 

⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する

定めをする場合は、これに関する事項 

 

労働基準法第８９条 

 

・就業規則が整備され

ていない。 

 

 

 

・就業規則の内容に不

備がある。 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労働時間 

 

 

 

（３）労使協定等 

 

 

 

 

 

 

 

３ 作成、変更した就業規則は、理事会で

の議決を得ていること。 

 

 

４ 作成、変更した就業規則は、労働基準

監督署に届け出ていること。 

 

 

 

 

５ 作成、変更した就業規則は、職員に周

知していること。 

 

 

 

６ 就業規則の内容と実態が一致してい

ると。 

（１）初任給が規程どおりであること。 

（２）昇給、昇格は規程どおりであること。

（３）諸手当は規程どおりであること。 

 

 

７ 職員の労働時間は、所定労働時間を超

えていないこと。 

 

 

８ 時間外労働及び休日労働を行う場合

は、職員の過半数を代表する者との書面

による協定を締結し、労働基準監督署に

届け出をしていること。 

⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合は、その種

類及び程度に関する事項 

⑧ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の

労働者のすべてに適用される定めをする場

合においては、これに関する事項 

 

 

 

 

 

 使用者は、常時１０人以上の労働者を使用す

る場合は、遅滞なく、労働者を代表する者の署

名又は記名押印のある意見を記した書面を添

付し、就業規則を労働基準監督署に届け出をし

なければならないこと。 

 

 使用者は、就業規則を常時、各作業場の見や

すい場所へ掲示し又は備え付けること、書面を

交付すること等によって、職員に周知させなけ

ればならないこと。 

 

 就業規則（給与規程、育児休業・介護休業規

則等を含む。）の内容と実態が一致しているこ

と。 

 

 

 

 

 使用者は、職員に休憩時間を除き１日８時 

間、１週間について４０時間を超えて、労働 

させてはならないこと。 

 

 使用者は、時間外労働及び休日労働を行う場

合は、職員の過半数を代表する者との書面によ

る協定を締結し、労働基準監督署に届け出をし

なければならないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款準則第９条備考 

 

 

 

労働基準法施行規則第４ 

９条 

 

 

 

 

労働基準法第１０６条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法第３２条 

 

 

 

労働基準法第３６条 

 

 

 

 

 

 

 

・就業規則の作成、変

更に当たり理事会

の議決を得ていな

い。 

・労働者を代表する者

の意見を記した書

面を添付し、労働基

準監督署に届け出

をしていない。 

 

・職員への周知が不十

分である。 

 

 

 

・就業規則の内容と実

態が一致していな

い。（軽微なものは

Ｂ） 

 

 

 

・所定労働時間を超え

ている。 

 

 

・時間外労働及び休日 

労働を行う場合の

届け出をしていな

い。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）休日・休憩 

 

９ 賃金から給食費や親睦会費等の法令

で定められているもの以外の控除をす

る場合は、賃金控除協定を締結している

こと。 

 

10 変形労働時間制を行う場合は、労使協

定等により必要事項を定め、必要な手続

きがとられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 職員の休憩時間及び休日は、適切に与

えられていること。 

 

 賃金から給食費や親睦会費等法令で定めら

れている税金、社会保険料以外を控除する場合

は、あらかじめ労使で書面による協定を締結す

る必要があること。 

 

 １ヶ月単位の変形労働時間制を行なう場合

は、就業規則その他これに準ずるもの又は労使

協定により、期間を１ヶ月以内とし変形期間を

平均して１週あたりの労働時間が４０時間を

超えない範囲で、各日・各週の労働時間を予め

特定することにより、採用できる制度で、労使

協定によった場合は、これを労働基準監督署に

届け出をしなければならないこと。 

 また、１年単位の変形労働時間制を行なう場

合は、労使協定により、期間を１年以内とし、

変形期間を平均して１週あたりの労働時間が

４０時間を超えない範囲で、労使協定（①対象

となる労働者の範囲②対象期間③特定期間（対

象期間中の特に業務が繁忙な期間）④対象期間

における労働日及び当該労働日ごとの所定労

働時間⑤労使協定の有効期間）を締結し、これ

を労働基準監督署に届け出をしなければなら

ないこと。 

 

１ 休憩時間…使用者は、労働時間が６時間を

超える場合においては少なくとも４５分、８

時間を超える場合においては少なくとも１

時間の休憩時間を労働時間の途中に与えな

ければならない。 

２ 休日…使用者は、労働者に対して、毎週少

なくとも１回の休日を与えなければならな

い。（４週間を通じ４日以上の休日を与える

使用者については適用しない） 

３ 年次有給休暇…請求があった場合は、適切

に付与されていること。 

４ 産前産後休暇、育児時間、育児休業・介護

休業等の請求があった場合は、適切に付与さ

れていること。 

労働基準法第２４条 

 

 

 

 

労働基準法第３２条の２ 

労働基準法第３２条の４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法第３４条 

 

 

 

 

労働基準法第３５条 

 

 

 

労働基準法第３９条 

 

労働基準法第６５条、労

働基準法第６７条、育

児・介護休業法 

・賃金控除協定を締結

していない。 

 

 

 

・変形労働時間を採用 

している場合に必

要な手続きがとら

れていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・休憩時間及び休日が

適切に与えられて

いない。 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

２ 人事管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 衛生管理 

（１）職員の健康診断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 職員の採用に際し、職務内容、給与等

の労働条件を明示していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 労働関係に関する重要な書類を３年

間保存していること。 

 

 

14 雇入れ時の健康診断は、適切に行われ

ていること。 

 

 

 

 

 

15 定期健康診断は、適切に行なわれてい

ること。 

 

 

16 短時間労働者等の健康診断は、適切に

行なわれていること。 

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者（短

時間労働者を含む）に対して賃金、労働時間そ

の他の労働条件を明示しなければならないこ

と。 

１ 労働契約の期間に関する事項 

２ 就業の場所及び従事すべき業務に関する

事項 

３ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超え

る労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに

労働者を２組以上に分けて就業させる場合

における就業時転換に関する事項 

４ 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金

を除く以下この号において同じ）の決定、計

算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の

時期並びに昇給に関する事項 

５ 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

 

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、

解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する

重要な書類を３年間保存していること。 

 

 常時使用する労働者を雇い入れる時は、健康

診断を行わなければならない。（医師による健

康診断を受けた後、３月を経過しない者を雇入

れる場合において、その者が当該健康診断の結

果を証明する書面を提出したときは、当該健康

診断の項目に相当する項目については、この限

りでない） 

 定期健康診断は１年以内ごとに１回の実施

が求められているが、夜間業務に従事する職員

の場合には６か月以内ごとに１回の健康診断

が必要となる。 

 なお、1 年以上使用されることが予定されて

いる者及び更新により1年以上引続き使用され

ている者で、就労時間数が通常の就労者の４分

の３以上の者についても同様に健康診断を行

うこと。 

労働基準法第１５条 

労働基準法施行規則第５ 

条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法第１０９条 

 

 

 

労働安全衛生法第６６条 

労働安全衛生規則第４３ 

条 

 

 

 

 

労働安全衛生法第６６条 

労働安全衛生規則第４４ 

条、第４５条 

 

パートタイム労働指針第 

３-１-（９）（「短時間労

働者の雇用管理の改善等

に関する法律」等に基づ

く適切な対応について） 

・労働条件を明示して

いない。 

・労働条件の明示に一

部不備がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働関係に関する重

要な書類を３年間

保存していない。 

 

・雇入れ時の健康診断

が実施されていな

い。 

 

 

 

 

・定期健康診断が行わ

れていない。 

 

 

・短時間労働者等の定

期健康診断が行な

われていない。 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

 

 

 

（２）衛生管理者等の

選任 

17 労働者を常時５０人以上使用する事

業者は定期健康診断結果を労働基準監

督署に報告していること。 

 

 

 

18 労働者が常時５０人以上の職場は、産

業医及び衛生管理者を選任し、労働基準

監督署に届け出ていること。 

 

 

19 労働者が常時５０人以上の職場は、衛

生委員会を設置し、月１回開催している

こと。 

 

 

 

20 労働者数が１０人から４９人の職場

は衛生推進者を選任していること。 

 

 常時５０人以上の労働者を使用する事業者

は、健康診断（定期のものに限る）を行なった

ときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を

所轄労働基準監督署長に提出しなければなら

ない。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

労働安全衛生規則第５２

条 

 

 

 

 

労働安全衛生法第１２

条、１３条 

 

 

 

労働安全衛生法第１８条 

労働安全衛生法施行令第

９条 

労働安全衛生規則第２２

条 

 

労働安全衛生法第１２条

の２ 

・労働基準監督署へ報

告していない。 

 

 

 

 

・産業医、衛生管理者

を選任していない。 

・労働基準監督署に届

け出ていない。 

 

・衛生委員会を設置し

ていない。 

・衛生委員会を月１回

開催していない。 

 

 

・衛生推進者を選任し

ていない。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 
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会 計 編 
 

 関係法令等略語 

・３１０号通知  ・・・社会福祉法人会計基準の制定について（平成１２年２月１７日 社援第３１０号） 

・会計基準    ・・・社会福祉法人会計基準の制定について（平成１２年２月１７日 社援第３１０号 別紙）社会福祉法人会計基準 

・６号通知    ・・・社会福祉法人会計基準の制定について（平成１２年２月１７日 社援施第６号） 

・７号通知    ・・・社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成１２年２月１７日 社援施第７号） 

・指導監督徹底通知・・・社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について（平成１３年７月２３日 雇児発第４８８号） 

・老計第８号通知・・・・指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱について（指導指針） 平成１２年３月１０日 老計第８号通知） 

            （平成１２年１２月１９日 社援施第４９号・老計第５５号） 

・２９９号通知  ・・・保育所運営費の経理等について（平成１２年３月３０日 児発第２９９号） 

・１２号通知   ・・・保育所運営費の経理等の取扱いについて（平成１２年３月３０日 児保第１２号） 

・１３号通知   ・・・保育所における社会福祉法人会計基準の適用について（平成１２年３月３０日 児保第１３号） 
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施設会計 

項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

会計 

１ 会計処理 

 （施設経理区分） 

（１）経理規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）管理組織の確立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現金の保管 

 

 

 

 

１ 経理規程を制定していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設経理区分に会計責任者が置かれ

ていること。なお、会計責任者と出納職

員の兼務は避け、内部けん制組織が確立

されていること。 

 

 

 

 

 

 

３ 施設経理区分の現金保管については、

保管責任が明確にされていること。 

 

 

 

 

 社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準、指

定介護老人福祉施設会計処理等取扱指導指針

等、各種関係通知に基づき、会計処理のために

必要な事項について、経理規程を作成している

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会計責任者は理事長により任命されており、

辞令の交付、事務分担表に記載する等その権限

を明確にしていること。 

 会計責任者は取引の遂行、資産の管理及び帳

簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関す

る事務を行い、又は理事長の任命する出納職員

にこれらの事務を行わせるものとする。なお、

会計責任者と出納職員の兼務は避け、内部牽制

組織を確立していること。 

 

 現金保管については、事故防止等の観点から

保管責任が明確になっていること。 

 

 

 

 

定款準則第１２条備考一

（評議員会の権限の条）、

第２１条 

定款準則第２０条 

会計基準(局長通知)３‐

（１）、４‐（１） 

６号通知１‐（１） 

「社会福祉法人における

入札契約等の取扱いにつ

いて」(平成１２年２月１

７日社会・援護局企画課

長等連名通知) 

「「社会福祉法人会計基

準」及び「指定介護老人

福祉施設等会計処理等取

扱指導指針」等の当面の

運用について」(平成１２

年１２月１９日社会・援

護局施設人材課長等連名

通知) 

 

 

６号通知１‐（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６号通知１‐（１） 

 

 

 

・経理規程が整備され

ていない。 

・経理規程の一部に不

備がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会計責任者が設置さ

れていない。又は出

納職員と兼務して

いる。 

・任命書類が確認でき

ない。 

 

 

 

 

・保管責任が明確にな

っていない。 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設経理区分の

収入、支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）固定資産 

 

 

４ 日々入金した金銭は、これを直ちに支

出に充てることなく経理規程に定める

期間以内に金融機関に預け入れている

こと。 

 

 

５ 小口現金の保有額は、経理規程に定め

る限度額を超えていないこと。 

 

６ 施設経理区分の全ての収入及び支出

は、会計責任者の承認を得ていること。

 

 

７ 施設経理区分の会計伝票及び請求書

等の証憑書類は、適正に整備し保管して

いること。 

 

 

 

８ 経理規程に定める権限者に月次報告

が行なわれていること。 

 

 

 

９ 施設の固定資産は、固定資産管理台帳

等に記載され、適正に管理されているこ

と。 

 

 

 

 

10 施設経理区分の固定資産の物品の廃

棄は、理事長など廃棄処分権限者の承認

を得て、適正に処分していること。（法

人運営に重大な影響があるものは理事

会の承認を得ること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 証憑書類を添付し、会計責任者の認印（承認）

を受けていること。 

 

 

 会計伝票の内容と証憑書類の内容が一致し

ていること。証憑書類は会計記録との関係を明

らかにし、整理保存していること。 

 

 

 

 資産、負債、の残高管理、財政状況の把握、

予算執行管理の観点から毎月適正な時期に月

次試算表を作成し、理事長等経理規程で定めら

れた権限者に報告していること。 

 

 適正な資産評価及び減価償却費の計上を行

うために、各法人において固定資産管理台帳等

の台帳を整備し、固定資産（耐用年数１年以上、

かつ、１個若しくは１組の金額が１０万円以上

の資産）の増減を適切な経理区分に計上し、管

理していること。 

 

 固定資産の物品の廃棄は、理事長など廃棄処

分権限者の承認を得て、適正に処分しているこ

と。 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

 

 

３１０号通知 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

会計基準第３条 

３１０号通知 

 

 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

 

６号通知２ 

 

 

 

 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

・支出に充てている。 

・経理規程に定める期

間以内に金融機関

に預け入れられて

いない。 

 

・恒常的に保有限度額

が超えている。 

 

・会計責任者の認印

（承認）を受けてい

ない。 

 

・会計伝票、証憑書類

が適正に整備、保管

されていない。 

（軽微な不備がある

場合はＢ） 

 

・権限者に月次報告が

行なわれていない。 

 

 

 

・固定資産が適正に管

理されていない。

（軽微なものはＢ） 

 

 

 

 

・廃棄処分権限者の承

認を得ていない。

（法人運営に重大

な影響があるもの

はＣ） 

 

Ｂ 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

（６）寄附金 11 金銭の寄附は、寄附目的により経理区

分の帰属を決定し、当該経理区分の寄附

金収入としていること。 

 

 

 

12 寄附申込者の意思を寄附申込書等に

より明確に確認するとともに寄附金収

入台帳（明細表）を作成し、寄附者、寄

附目的、寄附金額等を適切に管理してい

ること。 

 

13 物品寄附は、取得時の時価により金額

換算し収入処理を行っていること。（飲

食物等で即日消費されるもの又は社会

通念上寄附金収入として扱うことが不

適当なものを除く。） 

 

 

14 金銭の収入に際しては、領収書を発行

していること。 

 

 

15 寄附の受領に際して、原則、法人で定

めた権限者による承認が行われている

こと。 

 

16 施設利用者又は利用者の家族等に寄

附金を強要していないこと。 

 

17 社会福祉施設の整備を行う法人が国

庫補助事業を行うために契約を締結し

た相手（建設請負業者）から、多額の寄

附を受けていないこと。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 寄附金等を収受した場合においては、寄附者

から寄附申込書を受けるとともに、寄附金収入

明細表を作成し、寄附者、寄附目的、寄附金額

等を適切に管理すること。 

 

 

 寄附物品については、取得時の時価により寄

附金収入に計上するとともに、当該物品の使途

目的に応じて対応する支出科目に計上するこ

ととする。（飲食物等で即日消費されるもの又

は社会通念上寄附金収入として扱うことが不

適当なものを除く。） 

 

 金銭の収入に際しては、会計責任者（出納職

員を設けている場合は出納職員）の認印を受け

た領収書を発行していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会福祉施設の整備を行う法人が国庫補助

事業を行うために契約した相手方から多額の

寄附を受けることは、共同募金会を通じた受配

者を指定した寄附金を除いて禁止されている。

６号通知１-（５）① 

 

 

 

 

 

６号通知１-（５）② 

 

 

 

 

 

６号通知１-（５）② 

 

 

 

 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

３１０号通知 

定款準則第９条（備考） 

 

 

指導監督徹底通知５-

（４）-エ 

 

指導監督徹底通知５-

（２）-イ 

 

 

・寄附金を計上してい

ない。（計上漏れ等

状況によりＢ） 

・経理区分が適切でな

い。 

 

・寄附金台帳（収入明

細表）を作成してい

ない。 

・寄附金台帳に不備が

ある。 

 

・物品寄付を適正に収

入計上していない。 

 

 

 

 

 

・領収書を発行してい

ない。 

 

 

・法人で定める権限者

による承認が行わ

れていない。 

 

・寄附金を強要してい

る。 

 

・建設請負業者等か

ら、多額の寄附を受

けている。 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

（７）契約事務 18 契約については、原則、一般競争入札

又は指名競争入札としていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 理事長以外の者が契約を締結してい

る場合は、理事長から委任を受けている

こと。また、辞令等で委任の範囲が明確

になっていること。 

 

 

20 価格による随意契約の場合、複数の業

者から見積書を徴し、適正な価格を客観

的に判断するとともに、競争入札が適当

でない理由、見積業者選定の理由が明確

となっていること。 

 

 

 

 

21 契約締結時において契約書、請書等で

契約の履行が確保されていること。 

 

 

 

22 その他、会計処理に関する事で不適切

な事項がないこと。 

 随意契約ができる場合の一般的な基準は次

のとおりで、それ以外は入札とすること。 

契 約 の 種 類 金 額

１ 工事又は製造の請負 ２５０万円 

２ 食料品・物品等の買入れ １６０万円 

３ 前各号に掲げるもの以外 １００万円 

 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の

契約をする場合には、あらかじめ、契約しよう

とする事項の予定価格を定め、競争入札に付す

る事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金

に関する事項、競争に参加する者に必要な資格

に関する事項並びに、契約事項を示す場所等を

公告して申し込みさせることにより、一般競争

入札に付さなければならないこと。 

 

 理事長又は契約担当者（理事長の委任を受け

た者）以外の者が契約していないこと。また、

職員に委任する場合は、辞令等でその委任の範

囲が明確になっていること。 
 

 

 価格における随意契約は、２社以上の業者か

ら見積を徴し比較する等、適正な価格を客観的

に判断し、契約が経理規程に基づいた合理的な

理由により行われているとともに執行伺い等

に理由が明確になっていること。なお、継続的

な取引を随意契約で行なう場合には、その契約

期間中に必要に応じて価格の調査を行う等、適

正な契約の維持に努めていること。 

 

 経理規程に定める額を超える契約を行う場

合は相手方と契約書を取り交わしていること。

契約書の作成を必要としない場合でも軽微な

契約を除き、請書等を徴していること。 

 

 会計処理は、法人が定める経理規程に基づい

て適正に処理されていること。 

 

７号通知１（３）ア 

 

 

 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号通知１（２） 

 

 

 

 

 

７号通知１（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１０号通知 

 

 

 

 

・入札を行なっていな

い。 

・入札に不備がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・委任を受けず、理事

長以外の者が契約

を締結している。 

・委任の範囲が明確に

なっていない。 

 

・適正な価格を客観的

に判断していない。 

・随意契約の理由が明

確でない。 

 

 

 

 

 

・契約書が作成されて

いない。 

・請書等を徴していな

い。 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 
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項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

２ 財務諸表 23 計算書類は、経理規程に定められた会

計単位・経理区分（会計区分・セグメン

ト）に区分されて作成されていること。

 

 

 

 

24 計算書類は、補助簿、付属明細書、前

年度計算書類等との間に整合性がある

こと。 

 計算書類は、法人の経理規程に定められた会

計の基準により、資金収支計算書（収支計算

書）、事業活動収支計算書（事業活動計算書）、

貸借対照表、財産目録の計算書類が作成され、

会計単位・経理区分（会計区分・セグメント）

に区分されて作成されていること。 

 

 採用する会計処理の原則及び手続並びに計

算書類の表示方法については、毎会計年度継続

して適用し、みだりにこれを変更せず、財政及

び活動の状況について真実な内容を表示する

こと。 

３１０号通知 

老計第８号通知 

 

 

 

 

 

会計基準第３条 

 

・経理規程に定められ

た会計単位・経理区

分で作成されてい

ない。 

 

 

 

・数値の整合性がな

い。（軽微なものは

Ｂ） 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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保育所における資金の運用について 

項 目 監 査 事 項 監 査 内 容 関 係 法 令 評 価 判 定 

保育所における資金

の運用について 

 

１ 運営費の管理及

び使途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運営費の弾力運

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運営費等の管理・運用については安全

確実でかつ換金性の高い方法で運用し

ていること。 

 

 

２ 運営費を同一法人以外への貸付を行

なっていないこと。 

 

 

３ 運営費を同一法人内における各施設

経理区分、本部経理区分又は特別会計へ

の資金の貸付を行った場合、年度内精算

を行っていること。 

 

 

 

 

 

４ 保育所の土地及び建物について、賃借

により施設を経営している場合、「土

地・建物賃借料」の支出科目を設けてい

ること。 

 

 

５ 運営費の弾力運用については、２９９

号通知に定める要件を満たし適正に運

用していること。 

 

 

 

６ 開所１年以内の新設保育所は、弾力運

用を行なっていないこと。 

 

 

 

 運営費及び保育料の管理、運用については、

銀行、郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換

金性の高い方法により行なっていること。 

 

 

 

 

 

 

 各経理区分の資金は元来予算の定めるとこ

ろに従ってそれぞれの経理区分の固有の支出

に充てるべきものであるが、当該法人の経営上

やむを得ない場合に限り、同一法人内における

各施設経理区分，本部経理区分又は収益事業等

の特別会計への貸付が認められ，それ以外の貸

付は一切認められない。当該年度内には精算す

る必要がある。 

 

 保育所の土地・建物について賃借により施設

を経営している場合には、土地・建物賃借料の

科目を設けて賃借料を計上していること。 

 

 

 

 運営費の弾力運用については、「保育所運営

費の経理等について」（平成１２年３月３０日

児発第２２９号）の要件を満たし、運用されて

いること。 

 

 

 新設保育所について、運営費の弾力運用を開

所１年以内に実行していないこと。 

 

 

 

保育所運営費の経理等に

ついて４（１）（平成１２

年３月３０日 児発第２

２９号） 

 

２９９号通知４（２） 

 

 

 

社会福祉法人の認可等の

適正化並びに社会福祉法

人及び社会福祉施設に対

する指導監督の徹底につ

いて５（３）ウ（平成１

３年７月２３日 雇児発

第４８８号） 

２９９号通知４（２） 

 

保育所における社会福祉

法人会計基準の適用につ

いて３（２）（平成１２年

３月３０日 児保第１３

号） 

 

２９９号通知 

 

 

 

 

 

保育所運営費の経理等の

取扱について４（平成１

２年３月３０日 児保第

１２号） 

 

 

 

・運営費等が安全確実

でかつ換金性の高

い方法で運用され

ていない。 

 

・同一法人以外へ貸付

を行なっている。 

 

 

・年度内に精算をして

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

・土地・建物賃借料の

支出科目を設けて

いない。 

 

 

 

・運営費の弾力運用の 

要件を満たし、適正

に行なわれていな

い。 

（軽微なものはＢ） 

 

・１年以内に弾力運用

を行なっている。 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 


